
令和４年度、我孫子第一小学校記念すべき１５０周年を迎えます。 

一小っ子・教職員・保護者の皆様・地域の皆様による TEAM１５０のスタートです。 

今年の合言葉は 

       

「笑顔と拍手 １５０」I GO，We GO 発信 ！ 
  

目指す児童像を 

〈 自分大好き 学校大好き 我孫子大好き 一小っ子 〉 

 としました。 

本日の始業式では子ども達へ、「これまで一小を支えてくれた全ての先人への感謝の気持

ちを大切に、今年１年自分・学校・我孫子の魅力を発信しよう。」と話をしました。 

学校での感染症対策は引き続き継続しますが、（１）地域 （２）交流 （３）発信をキ

ーワードに、全ての一小っ子の笑顔を目指し、よりダイナミックな教育活動を展開して参

りますので、一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。今年１年間よろし

くお願いします。 

我孫子第一小学校長   榊原 憲樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度４月号 

 我孫子市立我孫子第一小学校                              

我孫子市寿１－２２－１０ 

                            ℡７１８４－０４１５ 

学校教育目標 

～豊かな心で、たくましく生きる一小っ子の育成～ 

 今年度、以下の３点につきまして変更しましたのでご確認よろしくお願いします。  

① 連絡帳について 

・子ども達が翌日の持ち物等を連絡帳に記載した後の担任確認印やサインについてのお知らせで

す。今年度より、児童一人一人の自立心を学年に応じて育てるため、連絡帳の担任確認印やサイ

ンについては、３年生の１学期までといたします。ご理解の程よろしくお願いします。なお、保

護者の方からの連絡帳を活用してのご連絡等については、これまで通り担任が返信等いたします

ので、お子さんの様子等気になることがありましたら随時お知らせください。 

② 名札の記名について 

・本日、お子さんに新学年用の名札ケースと用紙を配付しました。つきましては、新学年及びク

ラスをご家庭で記入準備いただき、校内で着用できるようご準備をお願いします。 

③ 学校の電話対応について 

・３月１６日我孫子市教育委員会からの「令和４年度学校職員の働き方改革の推進について」に

ありました通り、本年度より木曜日（ノー残業デー）の電話対応が１７：３０までとなりますの

でお知らせします。その他の平日はこれまで通り、１８：００までの対応ですのでご理解ご協力

をお願いします 

 



 

 

 

＊１年生担任は佐藤桃子、安川晶子、笹川正也となります。担任、クラスにつきましは 
 入学式にて発表いたします。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校  長 榊原憲樹 ６年１組 倉岡慶子 ALT ライアンスミス 

教  頭 石塚由之 ６年２組 稲村友美 学級支援員 伊勢愛莉 
主幹教諭 
教務主任 

岡田恵理子 ６年３組 久保木優弥 学級支援員 秋谷和枝 

２年１組 山崎紗知 にこにこ１組 折居 圭 学級支援員 今井 香 

２年２組 志賀椋太 にこにこ２組 浦辺多果子 学級支援員 白川世智子 

２年３組 中丸 恵 にこにこ３組 弓削真理子 用務員 小松康子 

３年１組 両部咲野香 にこにこ４組 穴澤美貴子 学校司書 向井理香 

３年２組 渡邊翔平 言葉の教室 小林武彦 安全管理員 角田利夫 

３年３組 米持彩子 音楽専科 吉川美子 安全管理員 粕谷勝美 

４年１組 佐藤悦子 養護教諭 竹本朋子 安全管理員 原田 武 

４年２組 野島涼花 初任者指導 菅谷敏之 ICT支援員 内藤常雄 

４年３組 城戸歩維 初任者指導 柳 裕子 たまご 
プロジェクト 野崎まひる 

５年１組 神野智尚 栄養士 石田麻衣   

５年２組 竹内真理子 主事 大友理恵   

５年３組 中村友希乃 スクール 

カウンセラー 
大西香織   

４月の行事予定 
 ６日（水）着任式・始業式 １１：１５下校  ７日（木）短縮日課１１：１５下校 
 ８日（金）給食開始、入学式準備１３：３０下校  
１１日（月）入学式 ２～６年生臨時休業   １２日（火）発育測定（３～６年） 
１３日（水）視力検査（６年）        １４日（木）１年生給食開始 視力検査（４年） 
１８日（月）誘拐防止教室、視力・聴力検査（にこにこ、５年）        
１９日（火）６年生全国学力・学習状況調査  知能検査（２・４年） 
      視力・聴力検査（３年）   
２０日（水）PTA 生活安全委員会（９：００～１２：００） 視力・聴力検査（１年） 
２１日（木）市内教職員研修会のため１３：３０下校    視力・聴力検査（２年） 
２２日（金）移動交番下校見守り 
２３日（土）学習参観（３校時、４校時） 学級懇談会１４：００～  PTA 総会（紙面決議） 
２５日（月）尿検査一次 １年生家庭訪問（１年生下校１３：３０） 
２６日（火）発育測定（にこにこ、１・２年）家庭訪問、教育相談、短縮日課下校１３：３０ 
２７日（水）家庭訪問、教育相談、短縮日課下校１３：３０   

１年生耳鼻科検診１０：３０～ 
２８日（木）１年生を迎える会 第１回学校運営協議委員会議 
      家庭訪問、教育相談、短縮日課下校１３：３０ 
２９日（金）昭和の日 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇奉仕部について 

 我孫子市学校職員の働き方改革の方針に沿い、本校でも部活動の在り方について改善

を進めています。つきましては、本年度より奉仕部では、新４年生を募集せず、５・６

年生のみの活動といたします。将来的には５年生の卒業時に奉仕部を終了といたします。

部活動担当職員数の確保と勤務時間縮減の観点からの取組となりますことご理解いただ

けますようお願いします。 

朝の登校時間について 

朝早く来すぎると，教員がいないところでの怪我など心配されますので，朝の部活動が

ない時には７：４０～８：００に登校するようお願いします。昇降口は７：４０に開け

ます。 

 

５月の主な行事予定 

 ２日（月）振替休業日（学習参観）  ３日（火）憲法記念日  ４日（水）みどりの日 

６日（金）全校朝会 家庭訪問、教育相談、短縮日課１３：３０ PTA 常任委員会  

７日（土）PTA 除草作業（９：００～ ） 

１１日（水）内科・運動器検診（にこにこ、３年） 

１２日（木）心電図健診（１年） １３日（金）引き渡し訓練   

１８日（水）運動会予行練習   ２１日（土）運動会  ２３日（月）振替休業 

２４日（火）内科、運動器検診（２年） ２５日（水）内科・運動器検診（６年） 

２６日（木）移動図書館        ３１日（火）内科、運動器検診（１年） 

 

５月の主な行事予定 

 ２日（月）振替休業日（学習参観）  ３日（火）憲法記念日  ４日（水）みどりの日 

６日（金）全校朝会 家庭訪問、教育相談、短縮日課１３：３０ PTA 常任委員会  

７日（土）PTA 除草作業（９：００～ ） 

１１日（水）内科・運動器検診（にこにこ、３年） 

 

〇スクールカウンセラーについて 

 今年度スクールカウンセラーは、大西香織カウンセラーが担当します。勤務の詳細は

以下の通りとなっています。 

 勤務日 月１回（金曜日） 

 時間  ９：３０～１５：３０（変更になる場合があります） 

令和４年度最初の勤務は４月２２日（金）となります。ご希望の方は、教頭石塚まで

ご連絡ください。（希望者が多数の場合には、お時間等の希望に添えない場合があります

のでご了承ください） 

 



 

合理的配慮の申請について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜合理的配慮とは＞ 

 障害のある子どもが他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使すること

を確保するために，必要かつ適当な変更・調整を行うことであり，子ども一人一人の状

況に応じて個別に必要とされるもの，体制面，財政面において均衡を失した又は過度の

負担を課さないもの。             （文部科学省 HPより引用） 

 

例えば･･･ 

視覚に困難がある場合       座席を前にする  プリントなど用紙を拡大する 

                 教室の照度調整のためにカーテンを活用する 

                            弱視レンズや書見台を使用する  など 

書字・読字に困難がある場合  漢字にルビをふる  文章を読み上げる 

              マス目の大きいものや罫線のある用紙を用意する など 

聴覚に困難がある場合    座席を前にする  話す内容を文字にして提示する 

              補聴システムを利用する  など 

 

合理的配慮の申し出，提供の流れ 

①配慮の申し出   

②合意形成（保護者・本人・学校等で話し合い） 

     →個別の教育支援計画・指導計画の作成（決定した目標や支援等を書く） 

③合理的配慮の実行  ④評価・修正（行った配慮や支援について見直し） 

☆見えにくさを眼鏡をかけて見えやすくするように，合理的配慮は，その人にとって 

 なくてはならないものです。お子様のために配慮が必要と判断された時は，お気軽 

 に担任にご相談ください。  

 なにか、ご相談等がありましたら、教頭石塚または、特別支援コーディネーター 

（弓削、浦辺）までご連絡ください。 

 

 


